
青 警 本 保 第 9 9 8 号
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各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律等の施行について

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（平成26年法律第131号。以

下「改正法」という （官報の写し：別添１、新旧対照条文：別添２ ）は、。 ）

平成26年11月28日に公布され、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

の施行期日を定める政令（平成27年政令第77号。別添３ ）により平成27年４。

月１日から施行されることとなった。

また これに伴い 銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令 平、 、 （

成27年政令第78号。以下「改正令」という （官報の写し：別添４、新旧対照。

条文：別添５ ）及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣）

府令（平成27年内閣府令第９号。以下「改正府令」という （官報の写し：別。

添６、新旧対照条文：別添７ ）が同日から施行されることとなった。）

改正法等のうち、今回施行される部分の趣旨、運用上の留意事項等は、下記

のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、以下この通達において、改正法による改正前の銃砲刀剣類所持等取締

法（昭和33年法律第６号）を「旧法」と、改正法による改正後の銃砲刀剣類所

持等取締法を「法」と、改正令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令

（昭和33年政令第33号）を「令」と、改正府令による改正後の銃砲刀剣類所持

等取締法施行規則（昭和33年総理府令第16号）を「府令」という。

記

第１ 空気銃に係る練習射撃場の制度の新設（法第９条の９から第９条の12関

係）

１ 趣旨

旧法において、猟銃については、その操作及び射撃に関する技能の維持

向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃の選定に資するため、練習射



撃場の制度が設けられていたところ、こうした利点は空気銃についても当

てはまると考えられる。

、 （ 「 」 。）特に 年少射撃資格の認定を受けた者 以下 年少射撃資格者 という

は、当該認定に係る射撃指導員の監督を受けている場合にしか射撃の練習

ができなかったところ、選手等の競技技術の向上に資するためには、射撃

の練習の機会を充実させる必要がある。

そこで、空気銃に係る練習射撃場の制度を新設し、当該練習射撃場にお

いて、空気銃の所持の許可を受けた者、年少射撃資格者等が空気銃の射撃

練習（練習用備付け銃を使用して行う猟銃又は空気銃の操作及び射撃をい

う。以下同じ ）を行うことができることとした。。

２ 制度の内容及び運用上の留意事項

空気銃に係る練習射撃場の制度の内容は、猟銃に係る練習射撃場の制度

とほぼ同じであるが、その主な内容及び運用上の留意事項については以下

のとおりである。

（１） 空気銃に係る練習射撃場の種類と練習用備付け銃の備付けの基準等

（府令第71条等）

ア 空気銃に係る練習射撃場（イに掲げるものを除く （府令第71。）

条第２号）

空気銃射撃競技のための射撃練習を行わない練習射撃場において

は、一般の利用者が所持の許可を受けようとする空気銃の選定に資

するために射撃練習を行うことが想定される。

そのため、練習用備付け銃の備付けの基準としては、様々な空気

、 （ ）銃を撃ち比べることができるよう 銃身長が異なる複数 ２丁以上

の空気銃が備え付けられていることとした。

また、当該練習射撃場の指定の申請に当たっては、練習射撃場指

定申請書（府令別記様式第57号）の備考欄に「使用する銃砲につい

て空気拳銃を除く 」旨を記載することにより、イに係る申請と区。

別することとしている。

イ 空気銃射撃競技のための空気銃に係る練習射撃場（府令第71条

第３号）

空気銃射撃競技のための射撃練習を行う練習射撃場（例えば、ナ

ショナルトレーニングセンターにおける指定射撃場を練習射撃場と

して指定する場合等が想定される ）においては、必ずしも一般の。

利用者が所持の許可を受けようとする空気銃の選定を行うために射

撃練習を行うことは想定されない。

そのため、練習用備付け銃の備付けの基準としては、空気銃射撃



競技のための射撃練習の用途に供する空気銃が備え付けられていれ

ば足りることとした。

また、当該練習射撃場の指定の申請に当たっては、練習射撃場指

定申請書（府令別記様式第57号）の備考欄に「使用する銃砲につい

。」て空気銃射撃競技のための射撃練習の用途に供する空気銃に限る

、 。旨を記載することにより アに係る申請と区別することとしている

なお、当該練習射撃場とアに係る練習射撃場のいずれの役割も有

する場合に、それぞれの練習射撃場として指定することは差し支え

ない。

（２） 空気銃の射撃練習の主体及び条件（法第３条第１項第４号の３及び

第９条の10）

ア 空気銃の所持の許可を受けた者

空気銃の所持の許可を受けた者は、当該許可に係る種類の空気銃

（空気拳銃以外の空気銃又は空気拳銃の別をいう。以下同じ ）を。

用いて、射撃練習を行うことができる。

イ 空気銃の所持の許可を受けようとする者

空気銃の所持の許可を受けようとする者は、空気銃の射撃練習を

行う資格の認定を受けた場合に、当該認定に係る種類の空気銃を用

いて、射撃練習を行うことができる。

また、射撃練習を行う資格の認定は、空気拳銃以外の空気銃にあ

っては猟銃等講習会の講習修了証明書の交付を受けた日から起算し

て３年を経過しない期間、空気拳銃にあっては一定の空気拳銃射撃

競技に参加する選手等として適当であるとして法第４条第１項第４

号の規定に係る推薦書の交付を受けた日から起算して１年を経過し

ない期間（すなわち空気銃の許可申請を行い得る期間）に限り実効

性があるため、これらの交付年月日等を練習資格認定申請書（府令

別記様式第11号）及び練習資格認定証（府令別記様式第61号）に記

載する必要がある。

なお、射撃練習を行う資格の認定の基準は、空気銃の種類に応じ

た所持の許可の基準に準じたものとした（法第９条の10第２項第２

号及び第３号 。）

ウ 年少射撃資格者

年少射撃資格者は、法第９条の11第３項の規定による指名を受け

た練習射撃指導員の指導の下に射撃練習を行うため、当該練習射撃

指導員の監督を受けている場合に、年少射撃資格の認定に係る種類

の空気銃を用いて、射撃練習を行うことができる。



（３） 練習用備付け銃の構造又は機能の基準（令第27条）

練習射撃場に備え付ける空気銃の構造又は機能の基準は、空気銃の

構造又は機能に係る許可の基準と同じものとした。

（４） 練習射撃場の管理者の義務

ア 年少射撃資格者に対して指導を行う練習射撃指導員の指名（法第

９条の11第３項並びに府令第73条の２及び第73条の３）

年少射撃資格者が練習射撃場において射撃練習を行う場合に、年

少射撃資格認定制度と同水準の安全性を確保するため、練習射撃場

の管理者は、あらかじめ、年少射撃資格の認定に係る射撃指導員に

代わって指導監督の責任を負う練習射撃指導員を特定するための指

名を行わなければならない。

この指名の方法は、帳簿を備え、年少射撃資格者に練習用備付け

銃を使用させようとする都度、指名の日時のほか、指名に係る練習

射撃指導員及び年少射撃資格者の人定事項を記載するとともに、双

方に対し、これらの事項が明らかとなるように通知することにより

行うこととしている。

ここで、この指名については、指導監督の責任を負う者を明確化

する観点から、１人の年少射撃資格者に対して同時に複数の練習射

撃指導員を指名することはできず、また、１度の指名で１日を超え

て射撃練習を行わせることはできない。もっとも、一時的な休憩を

経て同じ練習射撃指導員の下で射撃練習を再開する場合には、改め

て指名を行う必要はない。

、 、帳簿への記載については 練習用備付け銃管理票の取扱いと同様

電磁的方法による記録をもって代えることができる。また、通知に

ついては、口答により行っても差し支えない。

なお、この指名義務の履行状況については、報告徴収及び立入検

査の対象になり（法第27条の２ 、指名義務の違反については、練）

習射撃場の指定の解除の対象になるとともに（法第９条の12第１項

第５号 、罰則の対象にもなる（法第35条第２号 。） ）

イ 練習射撃指導員の解任命令（法第９条の９第２項において準用す

る法第９条の４第３項）

年少射撃資格者に対して指導を行う者として指名された練習射撃

指導員について、年少射撃資格者が当該練習射撃指導員の監督に従

わずに練習用備付け銃を所持した場合、当該練習射撃指導員は年少

射撃資格者の指導を継続する適格性を有しないと認められることか

ら、練習射撃場の管理者に対する解任命令の対象になる。



（５） 空気銃の射撃練習を行う資格の認定に係る申請書の添付書類

ア 空気拳銃以外の空気銃に係る申請

、 、 、 、当該申請に当たっては 原則として 医師の診断書 同居親族書

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町

（ 。） （ 「 」 。）、村 特別区を含む の長の証明書 以下 身分証明書 という

申請人の写真２枚、住民票の写し（法第４条第１項第１号の規定に

よる許可を受けている者にあっては、許可証 、講習修了証明書及）

び経歴書を添付する必要がある。

もっとも、同号の規定による許可を現に受けている者が、当該許

可に係る申請書を提出した都道府県公安委員会に対して当該申請を

行う場合には、同居親族書、身分証明書及び経歴書の添付を省略す

ることができる（府令第11条第３項第１号 。）

なお、空気拳銃以外の空気銃の射撃練習を行う資格の認定を現に

受けた者が、当該認定に係る申請書を提出した都道府県公安委員会

に対し、法第４条第１項第１号の規定による空気銃の所持の許可に

係る申請を行う場合には、同居親族書、身分証明書、住民票の写し

及び経歴書の添付を省略することができる（府令第11条第３項第３

号 。）

イ 空気拳銃に係る申請

、 、 、 、当該申請に当たっては 原則として 医師の診断書 同居親族書

身分証明書、申請人の写真２枚、住民票の写し（法第４条第１項第

１号の規定による許可を受けている者にあっては、許可証）及び同

項第４号の規定に係る推薦書を添付する必要がある。

なお、当該申請については、一定の添付書類の省略は認められて

いない。

（６） 空気拳銃に係る許可証の様式の改正（府令別記様式第30号）

空気拳銃の所持の許可を受けた者は、自ら所持の許可を受けて所持

する空気拳銃のほかに、練習射撃場に備え付けられた空気拳銃を所持

することが可能となる。

また、練習射撃場の管理者は、空気拳銃の所持の許可を受けた者に

対して空気拳銃を貸与する際に許可証を確認する必要が生じることと

なるため（法第９条の11第２項において準用する法第９条の７第５項）、

正確な本人確認を期する観点から、空気拳銃に係る許可証に本人の写

真を貼付することとした。

なお、法の施行日以降も当分の間は、本人の写真が貼付されていな

い許可証が存在することとなるが、練習射撃場の管理者がこうした許



可証の確認を行おうとする場合には、正確な本人確認を期する観点か

ら、別途本人の写真が貼付された運転免許証、住民基本台帳カード、

旅券等のいずれか１以上の提示を求めて確認を行うよう指導すること。

（７） 様式の改正に係る経過措置（改正府令附則第２項）

練習資格認定申請書等の様式の改正については、既に印刷した従前

の様式が残存している場合や様式の改正に対応するにはシステムの改

修が必要となる場合が想定されることから、当分の間は、従前の様式

を使用することができることとしている。

もっとも、従前の様式を使用する場合であっても、様式の改正の内

、 、 。容を踏まえ 必要な項目又は写真については 追記又は貼付すること

第２ 年少射撃資格者の年齢の要件の緩和（法第９条の13第１項及び第９条

の15第１項第３号関係）

１ 年少射撃資格者の下限年齢の引下げ（法第９条の13第１項）

旧法において、年少射撃資格者の下限年齢は14歳とされており、14歳

未満の年少者については、空気銃射撃競技への参加の途が開かれていなか

ったところ、法の規制の対象となっていない光線銃を用いた射撃競技にお

いては、小学校３年生（８歳又は９歳）の選手が全国大会に出場すること

もあり、選手等の競技技術の向上に資するためには、その技能等に応じて

光線銃を用いた射撃競技から空気銃射撃競技への柔軟な移行を可能とする

必要があることから、年少射撃資格者の下限年齢を14歳から10歳に引き下

げることとした。

２ 年少射撃資格の失効年齢の引上げ（法第９条の15第１項第３号）

年少射撃資格認定制度は、原則として空気銃の所持の許可の対象となら

ない18歳未満の年少者について、空気銃射撃競技への参加の途を開くため

に設けられているところ、旧法において、年少射撃資格者が18歳に達した

場合には年少射撃資格の認定が失効し、これまで射撃の練習で使用してい

た射撃指導員の指導用の空気銃を使用することができなくなる一方、18歳

に達しないと空気銃の所持の許可を受けることができないため、空気銃射

撃競技への参加を目前に18歳に達した場合には、不慣れな空気銃での参加

を余儀なくされるなどの不都合があった。

そこで、18歳に達した日以降も１年間は空気銃の所持の許可への移行期

間とするため、年少射撃資格の失効年齢を18歳から19歳に引き上げること

とした。

３ 運用上の留意事項

（１） 年少射撃資格の認定を受けることができる年齢



法第９条の13第１項の規定による年少射撃資格の認定（以下「認定」

という ）を受けることができる者は、10歳以上18歳未満である者に。

限られることから、18歳に達した者は新たに認定を受けることができ

ない。

なお、18歳に達した者が既に認定を受けている場合には、当該認定

は当該者が19歳に達するまで効力を有する。

（２） 認定の効力

ア 認定に有効期間はなく、取消しを受け、又は失効するまで効力を有

する。

イ 年少射撃資格者が18歳に達して、法第４条第１項第１号又は第４号

の規定による許可を受けた場合において、当該許可と認定に係る空気

銃の種類が同じであっても、認定は失効しない。

（３） その他の制度の運用

その他の年少射撃資格認定制度の運用は、旧法における運用と同じ

であるが、対象者の下限年齢が引き下げられたことに配慮した対応に

努めること。

【担当】

保安課危険物係
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（
第
四
号
の
六
、
第
三
条
の
三
第
一

四

第
九
条
の
三
第
一
項
の
射
撃
指
導
員
（
第
四
号
の
六
、
第
三
条
の
三
第
一

項
第
六
号
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
、
第
五
条
の
二
第
三
項
第
六
号
及

項
第
六
号
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
、
第
五
条
の
二
第
三
項
第
五
号
及

び
第
八
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
「
射
撃
指
導
員
」
と
い
う
。
）
が
指
定

び
第
八
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
「
射
撃
指
導
員
」
と
い
う
。
）
が
指
定

射
撃
場
、
教
習
射
撃
場
又
は
練
習
射
撃
場
に
お
い
て
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
よ

射
撃
場
、
教
習
射
撃
場
又
は
練
習
射
撃
場
に
お
い
て
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
よ

る
射
撃
の
指
導
を
行
う
た
め
当
該
指
導
を
受
け
る
者
が
第
四
条
又
は
第
六
条

る
射
撃
の
指
導
を
行
う
た
め
当
該
指
導
を
受
け
る
者
が
第
四
条
又
は
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
所
持
す
る
猟
銃
又
は
空
気
銃
を
所
持
す
る
場

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
所
持
す
る
猟
銃
又
は
空
気
銃
を
所
持
す
る
場

合

合

四
の
二
・
四
の
二
の
二

（
略
）

四
の
二
・
四
の
二
の
二

（
略
）

四
の
三

第
九
条
の
九
第
一
項
第
二
号
の
練
習
射
撃
指
導
員
（
以
下
こ
の
号
及

四
の
三

第
九
条
の
九
第
一
項
第
二
号
の
練
習
射
撃
指
導
員
（
第
三
条
の
三
第

び
第
三
条
の
三
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
練
習
射
撃
指
導
員
」
と
い
う
。

一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
練
習
射
撃
指
導
員
」
と
い
う
。
）
が
第
九
条
の
十

）
が
第
九
条
の
十
第
一
項
の
射
撃
練
習
（
以
下
こ
の
号
、
第
三
条
の
三
第
一

第
一
項
の
射
撃
練
習
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
条
の
三
第
一
項
第
八
号
に
お

項
第
八
号
及
び
第
九
条
の
九
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
射
撃
練
習
」
と
い

い
て
「
射
撃
練
習
」
と
い
う
。
）
に
係
る
指
導
若
し
く
は
助
言
を
行
う
た
め

う
。
）
に
係
る
指
導
若
し
く
は
助
言
を
行
う
た
め
、
又
は
射
撃
練
習
を
行
う

、
又
は
射
撃
練
習
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
が
当
該
射
撃
練
習
を
行
う
た
め

こ
と
が
で
き
る
者
が
当
該
射
撃
練
習
を
行
う
た
め
第
九
条
の
十
一
第
二
項
の

第
九
条
の
十
一
第
二
項
の
練
習
用
備
付
け
銃
（
第
四
号
の
五
及
び
第
三
条
の

練
習
用
備
付
け
銃
（
以
下
こ
の
号
、
第
四
号
の
五
、
第
三
条
の
三
第
一
項
第

三
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
練
習
用
備
付
け
銃
」
と
い
う
。
）
を
所
持
す

別添２
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八
号
、
第
九
条
の
八
第
三
項
、
第
九
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

る
場
合

九
条
の
四
第
三
項
及
び
第
九
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
「
練
習
用
備
付
け
銃

」
と
い
う
。
）
を
所
持
す
る
場
合
（
第
九
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
の
年
少

射
撃
資
格
者
（
第
四
号
の
六
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
、
第
五
条
の
二

第
六
項
、
第
九
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
の
四
第
三
項
、

第
九
条
の
十
第
一
項
及
び
第
九
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
「
年
少
射
撃
資

格
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
九
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

指
名
を
受
け
た
練
習
射
撃
指
導
員
の
指
導
の
下
に
当
該
射
撃
練
習
を
行
う
た

め
、
当
該
練
習
射
撃
指
導
員
の
監
督
を
受
け
て
練
習
用
備
付
け
銃
を
所
持
す

る
場
合
）

四
の
四
・
四
の
五

（
略
）

四
の
四
・
四
の
五

（
略
）

四
の
六

年
少
射
撃
資
格
者
が
、
指
定
射
撃
場
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第

四
の
六

第
九
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
の
年
少
射
撃
資
格
者
（
第
四
条
第
一

五
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
射
撃
指
導
員
の
指
導
の
下
に
空
気

項
第
五
号
の
二
及
び
第
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
「
年
少
射
撃
資
格
者
」

銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
空
気
銃
の
射
撃
の
練
習
を
行
い
又
は
当
該
空
気
銃
射

と
い
う
。
）
が
、
指
定
射
撃
場
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の

撃
競
技
に
参
加
す
る
た
め
、
当
該
射
撃
指
導
員
の
監
督
を
受
け
て
当
該
許
可

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
射
撃
指
導
員
の
指
導
の
下
に
空
気
銃
射
撃
競
技

に
係
る
空
気
銃
を
所
持
す
る
場
合

の
た
め
の
空
気
銃
の
射
撃
の
練
習
を
行
い
又
は
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参

加
す
る
た
め
、
当
該
射
撃
指
導
員
の
監
督
を
受
け
て
当
該
許
可
に
係
る
空
気

銃
を
所
持
す
る
場
合

五

第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
又
は
拳
銃
の
保
管
の
委
託
を

五

第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
又
は
け
ん
銃
の
保
管
の
委
託

受
け
た
者
が
そ
の
委
託
に
係
る
空
気
銃
又
は
拳
銃
を
同
条
第
二
項
の
規
定
に

を
受
け
た
者
が
そ
の
委
託
に
係
る
空
気
銃
又
は
け
ん
銃
を
同
条
第
二
項
の
規

よ
り
保
管
の
た
め
所
持
す
る
場
合

定
に
よ
り
保
管
の
た
め
所
持
す
る
場
合

六
〜
十
三

（
略
）

六
〜
十
三

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
許
可
の
基
準
の
特
例
）

（
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
許
可
の
基
準
の
特
例
）
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第
五
条
の
二

（
略
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の

３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の

所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
で
な
け
れ
ば
、
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

合
で
な
け
れ
ば
、
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

現
に
許
可
済
猟
銃
（
所
持
し
よ
う
と
す
る
種
類
の
猟
銃
で
あ
つ
て
、
第
四

一

現
に
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
所
持
し
よ
う

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

と
す
る
種
類
の
猟
銃
を
所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
猟
銃
に
係
る
第
五
条
の
五

号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
許
可
済
猟
銃

第
二
項
の
技
能
講
習
修
了
証
明
書
（
次
号
に
お
い
て
「
技
能
講
習
修
了
証
明

に
係
る
第
五
条
の
五
第
二
項
の
技
能
講
習
修
了
証
明
書
（
同
号
及
び
第
三
号

書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て

に
お
い
て
「
技
能
講
習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の

三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
又
は
当
該
種
類
の
猟
銃
に
係
る
射
撃
競
技
で
政

交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
又
は
当
該
許

令
で
定
め
る
も
の
に
参
加
す
る
選
手
若
し
く
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で

可
済
猟
銃
に
係
る
射
撃
競
技
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
参
加
す
る
選
手
若
し

あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）

く
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦

さ
れ
た
者
に
限
る
。
）

二

震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
許
可
済
猟
銃
を
亡
失
し
、

又
は
許
可
済
猟
銃
が
滅
失
し
た
者
で
、
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
当
該
許
可
済
猟
銃
の
所
持
の
許
可
が
効
力
を
失
つ
た
日
（
当
該
災
害
に
起

因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
）
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
な
い
も
の
（

当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交

付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）

三

（
同
下
）

二

海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

、
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
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な
か
つ
た
者
で
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
な

い
も
の
（
当
該
許
可
を
受
け
て
所
持
し
て
い
た
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了

証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）

四
〜
六

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

５

第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の

５

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
の
前
項
第
一
号
の
規

猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
の
前
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
継
続
し
て
十
年
以
上
第
四
条
第
一
項
第
一

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
継
続
し
て
十
年
以
上
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る

号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
八
号
の
規
定
に
よ

の
は
、
「
第
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
許
可
が
効
力
を
失
つ
た
日
前

り
許
可
が
効
力
を
失
つ
た
日
前
に
お
い
て
継
続
し
て
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の

に
お
い
て
継
続
し
て
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許

規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間
と
前
項
第
二
号
若
し
く

可
を
受
け
て
い
た
期
間
と
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
第
四
条
第
一
項
第

は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の

一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
日
以
後
に
お
い
て
継
続
し

所
持
の
許
可
を
受
け
た
日
以
後
に
お
い
て
継
続
し
て
同
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃

て
同
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い
る
期
間
と
を
通
算
し

の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い
る
期
間
と
を
通
算
し
て
十
年
以
上
同
号
」
と
す
る

て
十
年
以
上
同
号
」
と
す
る
。

。
６

（
略
）

６

（
略
）

（
教
習
射
撃
場
の
指
定
の
解
除
等
と
教
習
用
備
付
け
銃
の
仮
領
置
）

（
教
習
射
撃
場
の
指
定
の
解
除
等
と
教
習
用
備
付
け
銃
の
仮
領
置
）

第
九
条
の
八

（
略
）

第
九
条
の
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
の
四
第
一
項
の

３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
の
四
第
一
項
の

指
定
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
射
撃
場
の
設
置
者
等
に
対
し
第
九

指
定
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
射
撃
場
の
設
置
者
等
に
対
し
第
九

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
猟
銃
（
練
習
用
備
付
け

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
猟
銃
（
第
九
条
の
十
一

銃
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
提
出
を
命
じ
、
提
出
さ
れ
た
猟
銃
を
仮
領
置
す

第
二
項
の
練
習
用
備
付
け
銃
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
提
出
を
命
じ
、
提
出
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る
も
の
と
す
る
。

さ
れ
た
猟
銃
を
仮
領
置
す
る
も
の
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
練
習
射
撃
場
の
指
定
等
）

（
練
習
射
撃
場
の
指
定
等
）

第
九
条
の
九

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
操
作
及
び
射
撃

第
九
条
の
九

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
に
関
す
る
技

に
関
す
る
技
能
の
維
持
向
上
並
び
に
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
猟
銃
又

能
の
維
持
向
上
並
び
に
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
猟
銃
の
選
定
に
資
す

は
空
気
銃
の
選
定
に
資
す
る
た
め
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
係
る
指
定
射
撃
場
の

る
た
め
、
猟
銃
に
係
る
指
定
射
撃
場
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を

う
ち
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
を
、
当
該
指
定
射
撃
場
の
設
置
者
等
の
申

、
当
該
指
定
射
撃
場
の
設
置
者
等
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
種
類
の
猟
銃
に
係

請
に
基
づ
き
、
当
該
種
類
の
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場
と
し
て
指

る
練
習
射
撃
場
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
同
下
）

一

当
該
指
定
射
撃
場
を
管
理
す
る
者
及
び
そ
の
管
理
の
方
法
が
内
閣
府
令
で

定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

二

射
撃
指
導
員
と
し
て
指
定
さ
れ
た
者
の
う
ち
か
ら
、
射
撃
練
習
を
行
う
者

二

射
撃
指
導
員
と
し
て
指
定
さ
れ
た
者
の
う
ち
か
ら
、
次
条
第
一
項
の
射
撃

に
対
し
指
導
又
は
助
言
を
行
う
者
（
以
下
「
練
習
射
撃
指
導
員
」
と
い
う
。

練
習
を
行
う
者
に
対
し
指
導
又
は
助
言
を
行
う
者
（
以
下
「
練
習
射
撃
指
導

）
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

員
」
と
い
う
。
）
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

第
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
練
習
射
撃
指
導
員
の
選
任
及
び

２

第
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
練
習
射
撃
指
導
員
の
選
任
及
び

解
任
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
練
習
射
撃
場
の
指
定
に
つ
い
て
準
用

解
任
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
練
習
射
撃
場
の
指
定
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
教
習
射
撃
場
」
と
あ
る
の

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
教
習
射
撃
場
」
と
あ
る
の

は
「
練
習
射
撃
場
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に

は
、
「
練
習
射
撃
場
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
若
し
く
は

こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
第
九
条
の
十
一
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
指
名
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該
指
名
に
係
る
年
少
射
撃
資

格
者
が
当
該
練
習
射
撃
指
導
員
の
監
督
に
従
わ
な
い
で
練
習
用
備
付
け
銃
を
所

持
し
た
と
き
（
当
該
練
習
射
撃
指
導
員
が
年
少
射
撃
資
格
者
の
し
た
当
該
行
為

を
防
止
す
る
た
め
に
相
当
の
注
意
を
怠
ら
な
か
つ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
き
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を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
射
撃
練
習
）

（
射
撃
練
習
）

第
九
条
の
十

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受

第
九
条
の
十

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受

け
た
者
若
し
く
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
五
条
の
二
第
三
項
第
四
号
又
は
第

け
た
者
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
五
条
の
二
第
三
項
第
三
号
又
は
第
四
号

五
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
四
条
第
一
項
第
一

に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
練
習
射
撃
場
に
お
い
て

号
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
た
者
若
し
く
は
受
け
よ
う
と

射
撃
練
習
（
次
条
第
二
項
の
練
習
用
備
付
け
銃
を
使
用
し
て
行
う
猟
銃
の
操
作

す
る
者
（
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て

及
び
射
撃
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
。
）
、
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可

を
受
け
た
者
若
し
く
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
同
号
の
規
定
に
よ
り
推
薦
さ
れ

た
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
年
少
射
撃
資
格
者
は
、
練
習
射

撃
場
に
お
い
て
射
撃
練
習
（
練
習
用
備
付
け
銃
を
使
用
し
て
行
う
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
操
作
及
び
射
撃
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

２

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

す
る
者
は
、
射
撃
練
習
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
持
し
よ
う
と
す
る

又
は
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

猟
銃
の
種
類
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委

る
者
は
、
射
撃
練
習
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
持
し
よ
う
と
す
る
猟

員
会
に
申
請
し
て
、
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

銃
又
は
空
気
銃
の
種
類
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
が
第
五
条
の

県
公
安
委
員
会
に
申
請
し
て
、
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
を
受
け
な
け
れ

四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
認
定
を

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
が

行
い
、
練
習
資
格
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場

合
を
除
き
、
そ
の
認
定
を
行
い
、
練
習
資
格
認
定
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

第
五
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
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二

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

第
五
条
（
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
除
く
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
許
可
の
基
準
に
適
合
し
な
い
た
め
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
る
資
格
を
有
し
な
い
と
認
め
ら

れ
る
者

三

第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

第
五
条
の
許
可
の
基
準
に
適
合
し
な
い
た
め
同
号
の
規
定

に
よ
る
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
る
資
格
を
有
し
な
い
と
認
め
ら
れ

る
者

３

第
四
条
の
二
及
び
第
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
、

３

第
四
条
の
二
及
び
第
九
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
、

第
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
練
習
資
格
認
定
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

第
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
練
習
資
格
認
定
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
の
五
第
三
項
中
「
第
五
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に

場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
の
五
第
三
項
中
「
教
習
資
格
認
定
証
」
と
あ
る
の
は

規
定
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
十
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

、
「
練
習
資
格
認
定
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
」
と
、
「
教
習
資
格
認
定
証
」
と
あ
る
の
は
「

練
習
資
格
認
定
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
練
習
用
備
付
け
銃
）

（
練
習
用
備
付
け
銃
）

第
九
条
の
十
一

練
習
射
撃
場
を
設
置
す
る
者
は
、
射
撃
練
習
の
用
途
に
供
す
る

第
九
条
の
十
一

練
習
射
撃
場
を
設
置
す
る
者
は
、
射
撃
練
習
の
用
途
に
供
す
る

た
め
必
要
な
猟
銃
又
は
空
気
銃
で
そ
の
構
造
及
び
機
能
が
政
令
で
定
め
る
基
準

た
め
必
要
な
猟
銃
で
そ
の
構
造
及
び
機
能
が
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

に
適
合
す
る
も
の
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
練
習
射
撃
場
に
備

も
の
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
当
該
練
習
射
撃
場
に
備
え
付
け
て
置

え
付
け
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
練
習
射
撃
場
の
指
定
を
受
け

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
練
習
射
撃
場
の
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
起

た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

。
２

第
九
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
条
の
七
の
規
定
は
、
前
項
の

２

第
九
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
条
の
七
の
規
定
は
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
備
え
付
け
た
猟
銃
又
は
空
気
銃
（
以
下
「
練
習
用
備
付
け
銃
」
と

規
定
に
よ
り
備
え
付
け
た
猟
銃
（
以
下
「
練
習
用
備
付
け
銃
」
と
い
う
。
）
に
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い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
教
習
射
撃
場

教
習
射
撃
場
」
と
あ
る
の
は
「
練
習
射
撃
場
」
と
、
第
九
条
の
七
第
五
項
中
「

」
と
あ
る
の
は
「
練
習
射
撃
場
」
と
、
第
九
条
の
七
第
五
項
中
「
射
撃
教
習
を

射
撃
教
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
九
条
の
五
第
二
項
の
教
習
資
格
認
定
証

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
九
条
の
五
第
二
項
の
教
習
資
格
認
定
証
」
と
あ
る
の

」
と
あ
る
の
は
「
射
撃
練
習
を
行
お
う
と
す
る
者
が
第
七
条
第
一
項
の
許
可
証

は
「
射
撃
練
習
を
行
お
う
と
す
る
者
が
第
七
条
第
一
項
の
許
可
証
又
は
第
九
条

、
第
九
条
の
十
第
二
項
の
練
習
資
格
認
定
証
又
は
第
九
条
の
十
三
第
二
項
の
年

の
十
第
二
項
の
練
習
資
格
認
定
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

少
射
撃
資
格
認
定
証
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

練
習
射
撃
場
を
管
理
す
る
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
射

撃
練
習
を
行
お
う
と
す
る
年
少
射
撃
資
格
者
に
対
し
練
習
用
備
付
け
銃
に
よ
る

射
撃
の
指
導
を
行
う
者
を
、
当
該
練
習
射
撃
場
に
お
い
て
選
任
さ
れ
て
い
る
練

習
射
撃
指
導
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
、
当
該
年
少
射
撃
資

格
者
に
当
該
練
習
用
備
付
け
銃
を
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
練
習
射
撃
場
の
指
定
の
解
除
等
と
練
習
用
備
付
け
銃
の
仮
領
置
）

（
練
習
射
撃
場
の
指
定
の
解
除
等
と
練
習
用
備
付
け
銃
の
仮
領
置
）

第
九
条
の
十
二

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
九
条

第
九
条
の
十
二

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
九
条

の
九
第
一
項
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
九
第
一
項
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

練
習
射
撃
場
を
管
理
す
る
者
が
第
九
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

五

練
習
射
撃
場
を
管
理
す
る
者
が
第
九
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
、
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
の

第
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
又
は
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条

七
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
又
は
前
条
第
三
項
の
規
定
に

の
七
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合

違
反
し
た
場
合

六

（
略
）

六

（
略
）

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
の
九
第
一
項
の
指

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
の
九
第
一
項
の
指

定
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
射
撃
場
の
設
置
者
等
に
対
し
前
条
第

定
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
射
撃
場
の
設
置
者
等
に
対
し
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
猟
銃
（
教
習
用
備
付
け
銃
で
あ
る

一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
猟
銃
（
教
習
用
備
付
け
銃
で
あ
る

も
の
を
除
く
。
）
又
は
空
気
銃
の
提
出
を
命
じ
、
提
出
さ
れ
た
猟
銃
又
は
空
気

も
の
を
除
く
。
）
の
提
出
を
命
じ
、
提
出
さ
れ
た
猟
銃
を
仮
領
置
す
る
も
の
と
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銃
を
仮
領
置
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
猟
銃
又
は
空
気
銃
を
仮
領
置
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
猟
銃
を
仮
領
置
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
射
撃
場
を

該
射
撃
場
を
設
置
す
る
者
又
は
そ
の
者
か
ら
当
該
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
の
売

設
置
す
る
者
又
は
そ
の
者
か
ら
当
該
猟
銃
の
売
渡
し
、
贈
与
、
返
還
等
を
受
け

渡
し
、
贈
与
、
返
還
等
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
猟
銃
又
は
空
気
銃
を
適

た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
猟
銃
を
適
法
に
所
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
内
閣

法
に
所
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
返
還

府
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
返
還
の
申
請
を
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
公
安
委

の
申
請
を
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
当
該
猟
銃
又
は
空
気
銃

員
会
は
、
当
該
猟
銃
を
そ
の
者
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

を
そ
の
者
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
八
条
第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
領
置
し

４

第
八
条
第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
領
置
し

た
猟
銃
又
は
空
気
銃
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
九

た
猟
銃
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
九
項
中
「
第
七

項
中
「
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
「
前
項
」
と

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「

あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
の
十
二
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
）

（
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
）

第
九
条
の
十
三

政
令
で
定
め
る
運
動
競
技
会
の
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参
加
す
る

第
九
条
の
十
三

政
令
で
定
め
る
運
動
競
技
会
の
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参
加
す
る

選
手
又
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推

選
手
又
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推

薦
さ
れ
た
者
で
十
歳
以
上
十
八
歳
未
満
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
指
定
射
撃
場
に

薦
さ
れ
た
者
で
十
四
歳
以
上
十
八
歳
未
満
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
指
定
射
撃
場

お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
射
撃
指

に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
射
撃

導
員
の
指
導
の
下
に
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
空
気
銃
の
射
撃
の
練
習

指
導
員
の
指
導
の
下
に
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
空
気
銃
の
射
撃
の
練

を
行
い
又
は
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参
加
す
る
た
め
、
当
該
射
撃
指
導
員
の

習
を
行
い
又
は
当
該
空
気
銃
射
撃
競
技
に
参
加
す
る
た
め
、
当
該
射
撃
指
導
員

監
督
を
受
け
て
当
該
許
可
に
係
る
空
気
銃
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら

の
監
督
を
受
け
て
当
該
許
可
に
係
る
空
気
銃
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ

か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

ら
か
じ
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道

県
公
安
委
員
会
に
、
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
当
該
射
撃
指
導
員
の

府
県
公
安
委
員
会
に
、
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
、
当
該
射
撃
指
導
員

氏
名
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
認
定
申
請
書
及
び
内
閣

の
氏
名
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
認
定
申
請
書
及
び
内

府
令
で
定
め
る
添
付
書
類
を
提
出
し
て
、
そ
の
資
格
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば

閣
府
令
で
定
め
る
添
付
書
類
を
提
出
し
て
、
そ
の
資
格
の
認
定
を
受
け
な
け
れ

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
が
次

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
が
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の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
及
び
認
定
申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書
類

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
及
び
認
定
申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書

中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
又
は
重
要
な
事
実
の
記
載

類
中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
又
は
重
要
な
事
実
の
記

が
欠
け
て
い
る
と
き
を
除
き
、
そ
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

載
が
欠
け
て
い
る
と
き
を
除
き
、
そ
の
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
失
効
及
び
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
の
返
納
）

（
年
少
射
撃
資
格
の
認
定
の
失
効
及
び
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
の
返
納
）

第
九
条
の
十
五

年
少
射
撃
資
格
の
認
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
九
条
の
十
五

年
少
射
撃
資
格
の
認
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一

（
同
下
）

一

年
少
射
撃
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
年
少
射
撃
資
格
者
」
と
い

う
。
）
が
死
亡
し
た
場
合

二

（
略
）

二

（
略
）

三

年
少
射
撃
資
格
者
が
十
九
歳
に
達
し
た
場
合

三

年
少
射
撃
資
格
者
が
十
八
歳
に
達
し
た
場
合

四

年
少
射
撃
資
格
者
が
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
六
の
規
定
に
よ
り
所
持
す

四

年
少
射
撃
資
格
者
が
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
六
の
規
定
に
よ
り
所
持
す

る
こ
と
が
で
き
る
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

た
射
撃
指
導
員
の
当
該
許
可
に
係
る
空
気
銃
の
全
て
に
つ
い
て
、
当
該
許
可

た
射
撃
指
導
員
の
当
該
許
可
に
係
る
空
気
銃
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
当
該
許

が
失
効
し
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合

可
が
失
効
し
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

（
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
指
定
射
撃
場
、
教
習
射
撃
場
若
し
く
は
練
習
射

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
指
定
射
撃
場
、
教
習
射
撃
場
若
し
く
は
練
習
射

撃
場
に
つ
い
て
、
第
九
条
の
二
第
一
項
、
第
九
条
の
四
第
一
項
各
号
若
し
く
は

撃
場
に
つ
い
て
、
第
九
条
の
二
第
一
項
、
第
九
条
の
四
第
一
項
各
号
若
し
く
は

第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

ど
う
か
、
練
習
射
撃
指
導
員
が
選
任
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
第
九
条
の
六
第

ど
う
か
、
練
習
射
撃
指
導
員
が
選
任
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
第
九
条
の
六
第

二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出

二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
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に
係
る
教
習
用
備
付
け
銃
若
し
く
は
練
習
用
備
付
け
銃
を
備
え
付
け
て
い
る
か

に
係
る
教
習
用
備
付
け
銃
若
し
く
は
練
習
用
備
付
け
銃
を
備
え
付
け
て
い
る
か

ど
う
か
、
第
九
条
の
七
第
二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

ど
う
か
、
若
し
く
は
第
九
条
の
七
第
二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て

場
合
を
含
む
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
設
備
及
び
方
法
に

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
設
備
及

よ
り
当
該
教
習
用
備
付
け
銃
若
し
く
は
練
習
用
備
付
け
銃
を
保
管
し
て
い
る
か

び
方
法
に
よ
り
当
該
教
習
用
備
付
け
銃
若
し
く
は
練
習
用
備
付
け
銃
を
保
管
し

ど
う
か
、
若
し
く
は
第
九
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
が
行
わ
れ
て

て
い
る
か
ど
う
か
、
又
は
猟
銃
等
保
管
業
者
が
委
託
を
受
け
て
猟
銃
若
し
く
は

い
る
か
ど
う
か
、
又
は
猟
銃
等
保
管
業
者
が
委
託
を
受
け
て
猟
銃
若
し
く
は
空

空
気
銃
を
保
管
す
る
保
管
場
所
に
つ
い
て
、
第
十
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準

気
銃
を
保
管
す
る
保
管
場
所
に
つ
い
て
、
第
十
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用

用
す
る
第
九
条
の
七
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
設
備
及

す
る
第
九
条
の
七
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
設
備
及
び

び
方
法
に
よ
り
当
該
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
を
保
管
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調

方
法
に
よ
り
当
該
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
を
保
管
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査

査
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
職
員
に
立
ち
入
り
、
検
査
さ
せ

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
職
員
に
立
ち
入
り
、
検
査
さ
せ
、

、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
三
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰

第
三
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

金
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
四
条
の
四
第
一
項
、
第
七
条
第
二
項
（
第
九
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い

二

第
四
条
の
四
第
一
項
、
第
七
条
第
二
項
（
第
九
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
第
二
項
（
第
九
条
の
十
五
第
二
項

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
第
二
項
（
第
九
条
の
十
五
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
、
第
四
項
（
第
九
条
の
十

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
、
第
四
項
（
第
九
条
の
十

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
項
、
第
九

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
項
、
第
九

条
第
三
項
、
第
九
条
の
五
第
三
項
後
段
（
第
九
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準

条
第
三
項
、
第
九
条
の
五
第
三
項
後
段
（
第
九
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
七
第
二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
七
第
二
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項

及
び
第
十
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

及
び
第
十
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

第
五
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
五
項
（
第
九
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
九
条
の
十
一
第
三
項
、
第
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
（
第
二
十
一
条

第
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
（
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項

を
含
む
。
）
、
第
十
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
五
条
第
二
項

ま
で
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
三
項
、
第
二

、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
二

十
一
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
三

条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一

条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
第
三
十
三
条
第
二
号

項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
第
三
十
三
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第

四

第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第

十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
拳
銃
部
品
の
提
出
命
令
に
応
じ
な
か
つ

十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
け
ん
銃
部
品
の
提
出
命
令
に
応
じ
な
か

た
者

つ
た
者

五
〜
八

（
略
）

五
〜
八

（
略
）
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○

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
特
定
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
等
に
係
る
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
に

（
特
定
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
等
に
係
る
猟
銃
の
操
作
及
び
射
撃
の
技
能
に

関
す
る
講
習
に
係
る
特
例
）

関
す
る
講
習
に
係
る
特
例
）

第
三
条

第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
と
し
て
猟
銃
を

第
三
条

第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
と
し
て
猟
銃
を

使
用
し
て
対
象
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
・
農

使
用
し
て
対
象
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
・
農

林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
鳥
獣
被
害

林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
鳥
獣
被
害

対
策
実
施
隊
員
」
と
い
う
。
）
が
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害

対
策
実
施
隊
員
」
と
い
う
。
）
が
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害

の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
十
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
（
次
項
に
お

二
十
四
年
法
律
第
十
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
（
次
項
に
お

い
て
「
改
正
法
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
新
た
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持

い
て
「
改
正
法
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
新
た
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持

等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
し
た
場
合
又
は
同
法
第
七
条
の

り
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
し
た
場
合
又
は
同
法
第
七
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「

所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
第
五
条
の
五
第
二
項
の
技
能
講

所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
猟
銃
に
係
る
第
五
条
の
五
第
二
項
の
技
能
講
習
修
了

習
修
了
証
明
書
（
同
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
技
能
講
習
修
了
証
明
書
」
と

証
明
書
（
次
号
に
お
い
て
「
技
能
講
習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経

受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
又

過
し
て
い
な
い
者
又
は
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
射
撃
競
技
で
政
令
で
定
め
る

は
当
該
種
類
の
猟
銃
に
係
る
射
撃
競
技
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
参
加
す
る
選

も
の
に
参
加
す
る
選
手
若
し
く
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政

手
若
し
く
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら

令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
所
持
し
て

推
薦
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
所
持
し
て
い
る
者
」
と
、
同
項
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い
る
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係

第
二
号
中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
を
受
け
て
所
持
し
て
い
た
猟
銃
に

る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算

係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起

し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
同
項
第
三
号

算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
な

中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
を
受
け
て
所
持
し
て
い
た
猟
銃
に
係
る
技

い
も
の
」
と
す
る
。

能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て

三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
な
い
も
の

」
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
防
止
計
画
に
基
づ
く
対
象
鳥
獣
の
捕
獲

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
防
止
計
画
に
基
づ
く
対
象
鳥
獣
の
捕
獲

等
に
従
事
し
て
い
る
者
（
特
定
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
を
除
き
、
猟
銃
を
使

等
に
従
事
し
て
い
る
者
（
特
定
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
員
を
除
き
、
猟
銃
を
使

用
し
て
当
該
捕
獲
等
に
従
事
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
内
閣
府
令

用
し
て
当
該
捕
獲
等
に
従
事
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
内
閣
府
令

・
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
が
、
改
正
法
一
部
施
行
日
か
ら

・
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
が
、
改
正
法
一
部
施
行
日
か
ら

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請

第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
種
類
の
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請

を
し
た
場
合
又
は
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
種
類
の
猟
銃

を
し
た
場
合
又
は
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
種
類
の
猟
銃

の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
五
条
の
二

の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
五
条
の
二

第
三
項
第
一
号
中
「
所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
第
五
条
の

第
三
項
第
一
号
中
「
所
持
し
て
い
る
者
（
当
該
猟
銃
に
係
る
第
五
条
の
五
第
二

五
第
二
項
の
技
能
講
習
修
了
証
明
書
（
同
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
技
能
講

項
の
技
能
講
習
修
了
証
明
書
（
次
号
に
お
い
て
「
技
能
講
習
修
了
証
明
書
」
と

習
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経

起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
又
は
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
射
撃
競

過
し
て
い
な
い
者
又
は
当
該
種
類
の
猟
銃
に
係
る
射
撃
競
技
で
政
令
で
定
め
る

技
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
参
加
す
る
選
手
若
し
く
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適

も
の
に
参
加
す
る
選
手
若
し
く
は
そ
の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
政

当
で
あ
る
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
」
と
あ

令
で
定
め
る
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
所
持
し
て

る
の
は
「
所
持
し
て
い
る
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当

い
る
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
を
受
け
て
所

該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を

持
し
て
い
た
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付

受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
り

を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
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、
及
び
同
項
第
三
号
中
「
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
を
受
け
て
所
持
し
て

る
の
は
「
経
過
し
な
い
も
の
」
と
す
る
。

い
た
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
経
過
し
な
い
も
の
」
と
す
る
。



平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
三
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
七
十
七
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
附
則
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

農
林
水
産
大
臣

林

芳
正



別添３



平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
三
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
七
十
八
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）第
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
中
「
又
は
第
九
条
の
十
一
第
一
項
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
充
て
ん
す
る
」
を
「
充
塡
す
る
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
九
条
の
十
一
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
構
造
又
は
機
能
が
前
項
各
号
に

掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三



別添４



銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
教
習
用
備
付
け
銃
又
は
練
習
用
備
付
け
銃
の
構
造
又
は
機
能
の
基
準
）

（
教
習
用
備
付
け
銃
又
は
練
習
用
備
付
け
銃
の
構
造
又
は
機
能
の
基
準
）

第
二
十
七
条

法
第
九
条
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
猟
銃
の

第
二
十
七
条

法
第
九
条
の
六
第
一
項
又
は
第
九
条
の
十
一
第
一
項
の
政
令
で
定

構
造
又
は
機
能
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
と
す
る
。

め
る
基
準
は
、
当
該
猟
銃
の
構
造
又
は
機
能
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

こ
と
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

構
造
の
一
部
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
以
上
の
実
包
又
は
金
属
性
弾

三

構
造
の
一
部
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
以
上
の
実
包
又
は
金
属
性
弾

丸
を
充
塡
す
る
こ
と
が
で
き
る
弾
倉
が
な
い
こ
と
。

丸
を
充
て
ん
す
る
こ
と
が
で
き
る
弾
倉
が
な
い
こ
と
。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２

法
第
九
条
の
十
一
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
猟
銃
又
は
空
気

銃
の
構
造
又
は
機
能
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
と
す
る
。

別添５



別
表
第
一
の
七
の
項
中
「
射
撃
練
習
」
を
「
猟
銃
の
射
撃
練
習
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八

法
第
九
条
の

十
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
空
気

銃
（
空
気
拳
銃

を
除
く
。）の
射

撃
練
習
を
行
う

資
格
の
認
定

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者

〇

〇

〇

〇

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
な
い

者

〇

〇

〇

〇

九

法
第
九
条
の

十
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
空
気

拳
銃
の
射
撃
練

習
を
行
う
資
格

の
認
定

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者

〇

〇

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
な
い

者

〇

〇

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
内
閣
府
令
第
九
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、

申
請
人
の
写
真
二
枚

第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
除
く
。）」
の
下
に
「
又
は
法
第
九
条
の
十
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃（
空
気
拳
銃
を
除
く
。）の
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
」

を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
射
撃
練
習
」
を
「
猟
銃
の
射
撃
練
習
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

法
第
九
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
（
空
気
拳
銃
を
除
く
。）の
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
を
現

に
受
け
て
い
る
者
が
、
当
該
認
定
に
係
る
申
請
書
を
提
出
し
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
対
し
、
法
第
四
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合

第
十
九
条
の
見
出
し
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、「
等
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
第
三

号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
第
四
号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一

項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
七
条
第
五
号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
第
二
十
七
条
第
六
号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
（
空
気
拳
銃
に
係
る

部
分
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

第
七
十
一
条
中
「
口
径
の
長
さ
又
は
銃
身
長
が
異
な
り
、
か
つ
、
型
式
が
異
な
る
複
数
の
猟
銃
が
備
え
付
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を

加
え
る
。

一

猟
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場

口
径
の
長
さ
又
は
銃
身
長
が
異
な
り
、
か
つ
、
型
式
が
異
な
る
複
数
の
猟
銃
が
備

え
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
銃
身
長
が
異
な
る
複
数
の
空
気
銃
が
備
え
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場

空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
射
撃
練
習
の
用
途
に

供
す
る
空
気
銃
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

第
七
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
年
少
射
撃
資
格
者
に
対
す
る
指
導
を
行
う
練
習
射
撃
指
導
員
の
指
名
の
方
法
）

第
七
十
三
条
の
二

法
第
九
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
は
、
帳
簿
を
備
え
、
年
少
射
撃
資
格
者
に
練
習
用

備
付
け
銃
を
使
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
都
度
、
当
該
指
名
の
日
時
、
当
該
指
名
に
係
る
練
習
射
撃
指
導
員
の
氏
名
並
び

に
当
該
練
習
射
撃
指
導
員
が
指
導
を
行
う
年
少
射
撃
資
格
者
の
住
所
、氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、

当
該
練
習
射
撃
指
導
員
及
び
当
該
年
少
射
撃
資
格
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
通
知
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
）

第
七
十
三
条
の
三

前
条
に
規
定
す
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他

の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
条
に
規
定
す
る
当
該
事
項

が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
八
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
（
空
気
拳
銃
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
を
加
え

る
。第

百
十
八
条
中
「
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
の
下
に
「
、
第
七
十
三
条
の
三
」を
加
え
る
。


別添６



別
記
様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
八
号
中
「猟

銃

」
を
「銃

砲

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
号
第
１
面
及
び
第
２
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



別
記
様
式
第
三
十
号
の
備
考
７
を
同
様
式
の
備
考
８
と
し
、
同
様
式
の
備
考
６
を
同
様
式
の
備
考
７
と
し
、
同
様
式

の
備
考
５
を
同
様
式
の
備
考
６
と
し
、
同
様
式
の
備
考
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
法
第
４
条
第
１
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
写
真
の
貼
付
は
要
し
な
い
。

別
記
様
式
第
五
十
二
号
（
別
紙
１
及
び
別
紙
２
以
外
の
部
分
に
限
る
。）を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
十
二
号
別
紙
１
の
備
考
１
及
び
別
紙
２
の
備
考
２
中
「に

は
、

」
の
次
に
「猟

銃
に
あ
つ
て
は

」
を
、

「別
を

」
の
次
に「

、
空
気
銃
に
あ
つ
て
は
レ
バ
ー
ス
プ
リ
ン
グ
式
、
ポ
ン
プ
式
、
圧
縮
ガ
ス
式
、
プ
リ
チ
ャ
ー
ジ
式

等
の
別
を

」
を
加
え
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考
11
を
同
様
式
別
紙
２
の
備
考
12
と
し
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考
10
を
同

様
式
別
紙
２
の
備
考
11
と
し
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10
空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
射
撃
練
習
の
用
途
に
供
す
る
空
気
銃
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
備
考

欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
空
気
拳
銃
に
つ
い
て
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

別
記
様
式
第
五
十
三
号
（
別
紙
１
か
ら
別
紙
３
ま
で
以
外
の
部
分
に
限
る
。）を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報



別
記
様
式
第
六
十
一
号
中 「

講
習
修
了
証
明
書

技
能
検
定
合
格
証
明
書

又
は
教
習
終
了
証
明
書
」

を 「
講
習
修
了
証
明
書

又
は
推
薦
書

技
能
検
定
合
格
証
明
書

又
は
教
習
修
了
証
明
書
」

に
改
め
る
。

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

別
記
様
式
第
五
十
三
号
別
紙
１
の
備
考
２
及
び
別
紙
２
の
備
考
２
中
「に

は
、

」
の
次
に
「猟

銃
に
あ
つ
て
は

」
を
、

「別
を

」
の
次
に「

、
空
気
銃
に
あ
つ
て
は
レ
バ
ー
ス
プ
リ
ン
グ
式
、
ポ
ン
プ
式
、
圧
縮
ガ
ス
式
、
プ
リ
チ
ャ
ー
ジ
式

等
の
別
を

」
を
加
え
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考
11
を
同
様
式
別
紙
２
の
備
考
12
と
し
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考
10
を
同

様
式
別
紙
２
の
備
考
11
と
し
、
同
様
式
別
紙
２
の
備
考
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10
空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
射
撃
練
習
の
用
途
に
供
す
る
空
気
銃
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
備
考

欄
に
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
空
気
拳
銃
に
つ
い
て
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

別
記
様
式
第
五
十
三
号
別
紙
３
の
備
考
２
中
「に

は
、

」の
次
に
「猟

銃
に
あ
つ
て
は

」
を
、「別

を

」
の
次
に「

、
空

気
銃
に
あ
つ
て
は
レ
バ
ー
ス
プ
リ
ン
グ
式
、
ポ
ン
プ
式
、
圧
縮
ガ
ス
式
、
プ
リ
チ
ャ
ー
ジ
式
等
の
別
を

」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
五
十
七
号
の
備
考
３
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場
の
指
定
を
申
請
す
る
と
き
は
、
第
71条
第
２
号
に
掲
げ
る
練
習
射
撃
場
に

係
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
使
用
す
る
銃
砲
に
つ
い
て
空
気
拳
銃
を
除
く
旨
を
、
同
条
第
３
号
に
掲
げ
る
練

習
射
撃
場
に
係
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
使
用
す
る
銃
砲
に
つ
い
て
空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
射
撃
練
習

の
用
途
に
供
す
る
空
気
銃
に
限
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て

は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分

の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
一
条

法
第
四
条
の
二
第
三
項
（
法
第
五
条
の
四
第
三
項
、
第
六
条
第
三
項

第
十
一
条

法
第
四
条
の
二
第
三
項
（
法
第
五
条
の
四
第
三
項
、
第
六
条
第
三
項

、
第
七
条
の
三
第
三
項
、
第
九
条
の
五
第
四
項
及
び
第
九
条
の
十
第
三
項
に
お

、
第
七
条
の
三
第
三
項
、
第
九
条
の
五
第
四
項
及
び
第
九
条
の
十
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
空
気
拳
銃
の
所
持
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
申
請
人
の
写
真
二
枚

十
三
～
十
六

（
略
）

十
二
～
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ

３

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ

つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
及
び
経
歴
書
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号

つ
て
は
、
住
民
票
の
写
し
及
び
経
歴
書
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
添
付
を

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
添
付
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
等
の
所
持
の
許
可
を
現
に

一

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
等
の
所
持
の
許
可
を
現
に

受
け
て
い
る
者
が
、
当
該
許
可
に
係
る
申
請
書
を
提
出
し
た
都
道
府
県
公
安

受
け
て
い
る
者
が
、
当
該
許
可
に
係
る
申
請
書
を
提
出
し
た
都
道
府
県
公
安

委
員
会
に
対
し
、
更
に
同
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
法
第
七
条
の
三

委
員
会
に
対
し
、
更
に
同
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
法
第
七
条
の
三
第
一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
（
第

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
（
第
三
十

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
受
け
る
場
合
を

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
受
け
る
場
合
を
除
く

別添７
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除
く
。
）
又
は
法
第
九
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
（
空
気
拳
銃

。
）

を
除
く
。
）
の
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る

場
合

二

法
第
五
条
の
四
第
二
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う

二

法
第
五
条
の
四
第
二
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う

。
）
又
は
法
第
九
条
の
五
第
五
項
の
教
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
教
習
修
了

。
）
又
は
法
第
九
条
の
五
第
五
項
の
教
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
教
習
修
了

証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し

証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し

て
い
な
い
者
が
、
法
第
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
又
は
法

て
い
な
い
者
が
、
法
第
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
又
は
法

第
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
射
撃
教
習
を
受
け
る
資
格
の
認
定
に
係

第
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
射
撃
教
習
を
受
け
る
資
格
の
認
定
に
係

る
申
請
書
を
提
出
し
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
対
し
、
法
第
四
条
第
一
項

る
申
請
書
を
提
出
し
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
対
し
、
法
第
四
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
又
は
法
第
九
条
の
十
第
二
項
の

第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
又
は
法
第
九
条
の
十
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
猟
銃
の
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
に
係
る
申
請
書
を
提
出

規
定
に
よ
る
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る
場

す
る
場
合

合

三

法
第
九
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
（
空
気
拳
銃
を
除
く
。
）

の
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
を
現
に
受
け
て
い
る
者
が
、
当
該
認
定
に

係
る
申
請
書
を
提
出
し
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
対
し
、
法
第
四
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す

る
場
合

（
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
構
造
又
は
機
能
の
基
準
）

（
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
の
構
造
又
は
機
能
の
基
準
等
）

第
十
九
条

令
第
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
内
閣

第
十
九
条

令
第
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
十
七
条
第
三
号
の
内
閣
府
令
で

府
令
で
定
め
る
実
包
又
は
金
属
性
弾
丸
の
数
は
、
六
発
（
ラ
イ
フ
ル
銃
以
外
の

定
め
る
実
包
又
は
金
属
性
弾
丸
の
数
は
、
六
発
（
ラ
イ
フ
ル
銃
以
外
の
猟
銃
に

猟
銃
に
あ
つ
て
は
、
三
発
）
と
す
る
。

あ
つ
て
は
、
三
発
）
と
す
る
。

２

令
第
九
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
内
閣
府
令
で

２

令
第
九
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
十
七
条
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

定
め
る
口
径
の
長
さ
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
専
ら
と
ど

口
径
の
長
さ
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
専
ら
と
ど
、
熊
そ

、
熊
そ
の
他
大
き
さ
が
こ
れ
ら
に
類
す
る
獣
類
の
捕
獲
（
殺
傷
を
含
む
。
）
の

の
他
大
き
さ
が
こ
れ
ら
に
類
す
る
獣
類
の
捕
獲
（
殺
傷
を
含
む
。
）
の
用
途
に
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用
途
に
供
す
る
猟
銃
の
口
径
の
長
さ
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

供
す
る
猟
銃
の
口
径
の
長
さ
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

令
第
九
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
内
閣
府
令
で

３

令
第
九
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
二
十
七
条
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

定
め
る
銃
身
長
及
び
銃
の
全
長
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

銃
身
長
及
び
銃
の
全
長
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４

令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
六
号
の
内
閣
府
令
で

４

令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
二
十
七
条
第
六
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

定
め
る
消
音
装
置
は
、
専
ら
発
射
音
を
減
殺
す
る
た
め
の
装
置
と
す
る
。

消
音
装
置
は
、
専
ら
発
射
音
を
減
殺
す
る
た
め
の
装
置
と
す
る
。

（
許
可
証
の
書
換
え
の
申
請
）

（
許
可
証
の
書
換
え
の
申
請
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
人
が
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
四

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
人
が
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に

号
（
空
気
拳
銃
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
で

よ
る
許
可
を
受
け
た
者
で
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
を
異
に
し
て
住

都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
を
異
に
し
て
住
所
地
を
変
更
し
た
も
の
で

所
地
を
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
併
せ
て
当
該
申
請
人
の
写
真
を
添
え

あ
る
と
き
は
、
併
せ
て
当
該
申
請
人
の
写
真
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
三
十
三
条

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う

第
三
十
三
条

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
十
五
号
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
証
再
交
付
申

と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
十
五
号
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
証
再
交
付
申

請
書
を
住
所
地
（
法
第
六
条
の
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
現
在
地
）
又
は
法
人
の

請
書
を
住
所
地
（
法
第
六
条
の
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、
現
在
地
）
又
は
法
人
の

事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す

事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法

第
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
四
号
（
空
気
拳
銃
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
当

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
人
の
写
真
二
枚
を

該
申
請
人
の
写
真
二
枚
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
練
習
用
備
付
け
銃
の
備
付
け
の
基
準
）

（
練
習
用
備
付
け
銃
の
備
付
け
の
基
準
）
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第
七
十
一
条

法
第
九
条
の
十
一
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

第
七
十
一
条

法
第
九
条
の
十
一
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
口
径

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

の
長
さ
又
は
銃
身
長
が
異
な
り
、
か
つ
、
型
式
が
異
な
る
複
数
の
猟
銃
が
備
え

一

猟
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場

口
径
の
長
さ
又
は
銃
身
長
が
異
な
り
、
か
つ

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

、
型
式
が
異
な
る
複
数
の
猟
銃
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

銃
身

長
が
異
な
る
複
数
の
空
気
銃
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

空
気
銃
射
撃
競
技
の
た
め
の
空
気
銃
に
係
る
練
習
射
撃
場

空
気
銃
射
撃

競
技
の
た
め
の
射
撃
練
習
の
用
途
に
供
す
る
空
気
銃
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

（
年
少
射
撃
資
格
者
に
対
す
る
指
導
を
行
う
練
習
射
撃
指
導
員
の
指
名
の
方
法

）

第
七
十
三
条
の
二

法
第
九
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
は
、
帳
簿
を

備
え
、
年
少
射
撃
資
格
者
に
練
習
用
備
付
け
銃
を
使
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
都
度

、
当
該
指
名
の
日
時
、
当
該
指
名
に
係
る
練
習
射
撃
指
導
員
の
氏
名
並
び
に
当

該
練
習
射
撃
指
導
員
が
指
導
を
行
う
年
少
射
撃
資
格
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生

年
月
日
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
練
習
射
撃
指
導
員
及
び
当
該
年
少
射
撃

資
格
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
通
知
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
）

第
七
十
三
条
の
三

前
条
に
規
定
す
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ

、
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
つ
て
同
条
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記

載
さ
れ
た
帳
簿
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
の
書
換
え
の
申
請
）

（
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
の
書
換
え
の
申
請
）

第
七
十
八
条

第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準

第
七
十
八
条

第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
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用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
の
書
換
え
を

用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
の
書
換
え
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二

条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
三
十
四
号
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
証
書
換
申
請

条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
三
十
四
号
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
許
可
証
書
換
申
請

書
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
六
十
六
号
の
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
書
換
申

書
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
様
式
第
六
十
六
号
の
年
少
射
撃
資
格
認
定
証
書
換
申

請
書
」
と
、
「
住
所
地
又
は
法
人
の
事
業
場
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
住
所

請
書
」
と
、
「
住
所
地
又
は
法
人
の
事
業
場
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
住
所

地
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
申
請
人
が
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
四
号

地
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
申
請
人
が
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

（
空
気
拳
銃
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
で
都

る
許
可
を
受
け
た
者
で
都
道
府
県
公
安
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
公

道
府
県
公
安
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
公
安
委
員
会
」
と
読
み
替
え

安
委
員
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
等
に
係
る
基
準
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
等
に
係
る
基
準
）

第
百
十
八
条

第
十
三
条
（
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
百
十
八
条

第
十
三
条
（
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
四
十
八
条
、
第
六
十
条
（
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

む
。
）
、
第
四
十
八
条
、
第
六
十
条
（
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
七
十
三
条
の
三
、
第
八
十
六
条
又
は
第
九
十
二
条
の
規
定
に

を
含
む
。
）
、
第
八
十
六
条
又
は
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
又
は
保
存

よ
る
記
録
又
は
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
基
準
を

を
す
る
場
合
に
は
、
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め

確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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別
表
第
一
（
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
関
係
）申

請
書
に
添
え
、
又

枚

書

は
書

書

証

を

書

書

は

提

示

す

る

書

類

明

情
類

２

明

又
明

証

事
書

告

真

し

証

書
証

了

い
た

報

写

写

了

明
了

修

可

な
し

績

歴

の

の

習

得
に

人

票

修

証
修

講

を
か

実

受
け
よ
う
と

許
可
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

請

民

習

格
習

能

む
ら

用

す
る
許
可
等

申

住

講

合
教

技

許

や
明

使

経

申
請
書
に
添
え
、
又

枚

書

は
書

書

証

を

書

書

は

提

示

す

る

書

類

明

情
類

２

明

又
明

証

事
書

告

真

し

証

書
証

了

い
た

報

写

写

了

明
了

修

可

な
し

績

歴

の

の

習

得
に

人

票

修

証
修

講

を
か

実

受
け
よ
う
と

許
可
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

請

民

習

格
習

能

む
ら

用

す
る
許
可
等

申

住

講

合
教

技

許

や
明

使

経

一

法
第
四
条
第

イ

法
第
四
条
第

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号

(1)

一
項
第
一
号
の

一
項
第
一
号
の

に
該
当
す
る
者
（
射
撃
競
技
参
加

○

○

○

○

規
定
に
よ
る
猟

規
定
に
よ
る
猟

選
手
等
を
除
く
。
）

銃
の
所
持
の
許

銃
の
所
持
の
許

可

可
を
受
け
て
い

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号

(2)

る
者

に
該
当
す
る
者
（
射
撃
競
技
参
加

選
手
等
に
限
る
。
）
及
び
法
第
五

○

○

○

条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
該
当
す

る
者法

第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号

○

○

○

○

○

○

(3)
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
四
号

○

○

○

○

(4)
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者

ロ

法
第
四
条
第

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号

○

○

○

○

○

○

(1)

一
項
第
一
号
の

又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者

規
定
に
よ
る
空

気
銃
の
所
持
の

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
四
号

(2)

許
可
を
受
け
て

又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者

○

○

○

○

い
る
者

ハ

法
第
四
条
第

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号

○

○

○

○

○

○

○

(1)

一
項
第
一
号
の

又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者

規
定
に
よ
る
許

可
を
受
け
て
い

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
四
号

○

○

○

○

○

(2)

な
い
者

又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者

二

法
第
四
条
第

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

一
項
第
一
号
の

け
て
い
る
者

規
定
に
よ
る
空

気
銃
の
所
持
の

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

許
可

け
て
い
な
い
者

三

法
第
五
条
の

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

四
第
一
項
の
規

け
て
い
る
者

定
に
よ
る
技
能

検
定

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

け
て
い
な
い
者

四

法
第
七
条
の

イ

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
（
射

○

○

○

○

○

三
第
一
項
の
規

撃
競
技
参
加
選
手
等
を
除
く
。
）

定
に
よ
る
猟
銃

の
所
持
の
許
可

ロ

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
（
射

の
更
新

撃
競
技
参
加
選
手
等
に
限
る
。
）
及
び
法
第
五
条
の
二

○

○

○

○

第
三
項
第
六
号
に
該
当
す
る
者

五

法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新

○

○

○

○

六

法
第
九
条
の

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

五
第
二
項
の
規

け
て
い
る
者

定
に
よ
る
射
撃

教
習
を
受
け
る

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

資
格
の
認
定

け
て
い
な
い
者

七

法
第
九
条
の

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

○

十
第
二
項
の
規

け
て
い
る
者

定
に
よ
る
射
撃

練
習
を
行
う
資

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

○

格
の
認
定

け
て
い
な
い
者

一

法
第
四
条
第

イ

法
第
四
条
第

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号

(1)

一
項
第
一
号
の

一
項
第
一
号
の

に
該
当
す
る
者
（
射
撃
競
技
参
加

○

○

○

○

規
定
に
よ
る
猟

規
定
に
よ
る
猟

選
手
等
を
除
く
。
）

銃
の
所
持
の
許

銃
の
所
持
の
許

可

可
を
受
け
て
い

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号

(2)

る
者

に
該
当
す
る
者
（
射
撃
競
技
参
加

選
手
等
に
限
る
。
）
及
び
法
第
五

○

○

○

条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
該
当
す

る
者法

第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号

○

○

○

○

○

○

(3)
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
四
号

○

○

○

○

(4)
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者

ロ

法
第
四
条
第

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号

○

○

○

○

○

○

(1)

一
項
第
一
号
の

又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者

規
定
に
よ
る
空

気
銃
の
所
持
の

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
四
号

(2)

許
可
を
受
け
て

又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者

○

○

○

○

い
る
者

ハ

法
第
四
条
第

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号

○

○

○

○

○

○

○

(1)

一
項
第
一
号
の

又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者

規
定
に
よ
る
許

可
を
受
け
て
い

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
四
号

○

○

○

○

○

(2)

な
い
者

又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者

二

法
第
四
条
第

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

一
項
第
一
号
の

け
て
い
る
者

規
定
に
よ
る
空

気
銃
の
所
持
の

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

許
可

け
て
い
な
い
者

三

法
第
五
条
の

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

四
第
一
項
の
規

け
て
い
る
者

定
に
よ
る
技
能

検
定

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

け
て
い
な
い
者

四

法
第
七
条
の

イ

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
（
射

○

○

○

○

○

三
第
一
項
の
規

撃
競
技
参
加
選
手
等
を
除
く
。
）

定
に
よ
る
猟
銃

の
所
持
の
許
可

ロ

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
（
射

の
更
新

撃
競
技
参
加
選
手
等
に
限
る
。
）
及
び
法
第
五
条
の
二

○

○

○

○

第
三
項
第
六
号
に
該
当
す
る
者

五

法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新

○

○

○

○

六

法
第
九
条
の

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

五
第
二
項
の
規

け
て
い
る
者

定
に
よ
る
射
撃

教
習
を
受
け
る

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

資
格
の
認
定

け
て
い
な
い
者

七

法
第
九
条
の

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

○

十
第
二
項
の
規

け
て
い
る
者

定
に
よ
る
猟
銃

の
射
撃
練
習
を

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

○

行
う
資
格
の
認

け
て
い
な
い
者

定
八

法
第
九
条
の

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

十
第
二
項
の
規

け
て
い
る
者

定
に
よ
る
空
気

銃
（
空
気
拳
銃

を
除
く
。
）
の

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

○

○

射
撃
練
習
を
行

け
て
い
な
い
者

う
資
格
の
認
定

九

法
第
九
条
の

イ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

○

○

十
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項
の
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け
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る
者

定
に
よ
る
空
気

拳
銃
の
射
撃
練

ロ

法
第
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条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

習
を
行
う
資
格

け
て
い
な
い
者

○

○

の
認
定
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第
3
0
号

（第
3
1
条
関
係

）

第
3
0
号

（第
3
1
条
関
係

）
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第11号（第９条関係）
練 習 資 格 認 定 申 請 書

銃砲刀剣類所持等取締法第９条の10第２項の規定による射撃練習を行う資格の
認定を次のとおり申請します。

年 月 日
公安委員会殿

本 籍

申
住 所

請
ふ り が な

人 性別 男・女
印氏 名 ○

生 年 月 日 年 月 日（ 歳）

電 話 番 号

関 係 証 明 書 等 交 付 年 月 日 番 号 交 付 者

現に交付を受けている
猟銃・空気銃所持許可証

講習修了証明書又は推薦書

技 能 検 定 合 格 証 明 書

教 習 修 了 証 明 書

□ライフル銃 □空気拳銃以外の空気銃
練 習 希 望 銃 種 □ライフル銃以外の猟銃 □空気拳銃

□ 私は、法第５条第１項第２号から第18号までに規定するいずれにも
欠 該当しない者であることを誓約します。
格
事 （猟銃の認定申請者のみ回答）
由 □ 私は、法第５条の２第２項第２号又は第３号に規定するいずれにも

該当しない者であることを誓約します。

省 添付を省略した書類
略 □同居親族書（ 年 月 日 公安委員会提出）
し □市町村の長の証明書（ 年 月 日 公安委員会提出）
た □住民票の写し（ 年 月 日 公安委員会提出）
書 □経歴書（ 年 月 日 公安委員会提出）
類 □その他（ ）



備考 １ 申請人は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名すること
ができる。

２ 講習修了証明書又は推薦書欄には、空気拳銃に係る申請の場合にあ
つては法第４条第１項第４号の規定に係る推薦書について記載し、そ
の他の場合にあつては講習修了証明書について記載すること。

３ 練習希望銃種欄には、該当する銃種の□内にレ印を記入すること。
４ 欠格事由欄には、当該欠格事由に該当しない旨を誓約する場合は□
内にレ印を記入すること。

５ 省略した書類欄には、添付を省略した書類で該当するものの□内に
レ印を記入し、その提出日及び提出先の都道府県公安委員会の所在す
る都道府県名を記載すること。

６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



第18号（第18条関係）

第 号 打 刻 命 令 書 控

射練 指 定 番 号

撃習 指 定 年 月 日

場 名 称

設 住 所

置 氏 名

者 生 年 月 日

銃 砲 の 種 別

銃 番 号

打 刻 部 位

打 刻 番 （ 記 ） 号

打 刻 方 法

打 刻 期 限

確 年 月 日

認 打 刻 の 状 況

印 切 取 線 印

第 号 打 刻 命 令 書
練習射撃場
指 定 番 号
指定年月日
名 称

設 置 者
住 所
生 年 月 日
氏 名 殿

年 月 日
印公安委員会 □

銃砲刀剣類所持等取締法第９条の１１第２項の規定により、次のとおり打刻
を命ずる。

銃打 銃 砲 の 種 別

砲刻 銃 番 号

打 刻 部 位

打 刻 番 （ 記 ） 号

打 刻 方 法

打 刻 期 限

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



第30号（第31条関係）

11センチメートル

（裏 表 紙）

銃 砲 所 持 許 可 証

（表 紙）



（１面）

第 号

交付 年 月 日

写 真

（原交付 年 月 日）

押し出し

印公安委員会 □

スタンプ

印確 認 年 月 日 □

許可の有効期間 年 月 日まで

本 籍
所

住 所

持 職 業

氏 名 （男・女)
者

生 年 月 日 年 月 日

（２面）



（３面）

種 類 銃 番 号

センチメートル型 式 銃の全長

センチメートル商品名等 銃 身 長

弾倉型式及
口（番）番 び充てん可ミリメートル

能弾数インチ
番

適 合 実
（空） 包

特 徴 替え銃身

法第4条第1項
に規定する用途

届 出 年 月 日 変 更 事 項 公 安 委員 会 印
記
載
事
項
変
更
欄

備 考

（４面）



（５面）

検査年月日 検 査 者 印 検査年月日 検 査 者 印

検

査

欄

許 可 の 条 件 年 月 日

（６面）



（７面）

注 意 事 項

１ 銃砲を携帯し、又は運搬する場合には、必ずこの許可証を携帯しなければならない。

２ 銃砲は、この許可証に記載されている用途に供する場合その他正当な理由がある場合

でなければ携帯し、又は運搬してはならない。また、この許可証に記載されている用途

に供する場合でなければ発射してはならない。

３ 許可証の記載事項に変更を生じた場合には、速やかに書換えの申請をしなければなら

ない。

４ 許可が失効し、又は取り消された場合には、速やかに許可証を返納しなければならな

い。

、 、 、 。備考 １ 表紙は 黒色の皮 レザー又はビニール製とし 金文字又は黄文字入りとすること

２ 用紙は、洋紙とすること。

３ 表紙の裏面に１面の用紙の裏面をはり付け、２面の用紙の裏面が３面に、４面の用紙の

裏面が５面に、６面の用紙の裏面が７面になるようにすること。

４ １面の交付年月日には再交付により許可証を交付した年月日を、原交付年月日には当該

銃砲につき当該所持者に最初に許可証が交付された年月日を記載すること。

５ 法第４条第１項第４号の規定による空気拳銃の所持の許可に係るもの以外のものに

ついては、写真の貼付は要しない。

６ 許可の有効期間欄は、法第４条第１項第４号、第８号及び第９号の許可に係る銃砲につ

いて記載すること。

７ 所持者の本籍欄、住所欄及び職業欄には、その者が法第4条第5項の法人の代表者又は

代理人、使用人その他の従業者であるときは、それぞれ、その者の勤務する法人の事業場

の名称、その所在地及びその者の当該事業場における職務上の地位を記載すること。

８ 許可の条件の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを当該面の用紙に貼付す

ること。



第52号（第58条関係）

教 習 用 備 付 け 銃 等 届 出 書

□第９条の６第２項の規定により、教習用備付け銃
銃砲刀剣類所持等取締法

□第９条の11第２項の規定により、練習用備付け銃

について次のとおり届け出ます。

年 月 日

公安委員会殿
印届出人氏名 ○

射撃場の種別 □教習射撃場 □練習射撃場

指 定 番 号

射

指 定 年 月 日

撃

名 称

場

電 話 番 号

指定に係る銃種

ラ イ フ ル 銃 丁

備 （内訳）

付 公称口径22のへり打ちのライフル銃 丁

け その他のライフル銃 丁

状

況 ライフル銃以外の猟銃 丁

空気拳銃以外の空気銃 丁

空 気 拳 銃 丁

※備付け状況について、別紙１及び２を作成すること。

備考 １ 届け出る備付け銃の□内にレ印を記入すること。

２ 届出人は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名すること

ができる。

３ 備付け状況欄には、備え付けられている銃の種類ごとにその丁数を

記載すること。また、ライフル銃の丁数にあつては口径の別ごとに内

訳数を記載すること。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別紙１

備付け銃一覧

射 撃 場 の 名 称

射 撃 場 の 種 別 □教習射撃場 □練習射撃場

番号 銃 種 型 式 公称口（番）径 丁 数

備考 １ 型式欄には、猟銃にあつては単身ボルト式、単身元折式、単身自動

式、上下二連元折式、水平二連元折式等の別を、空気銃にあつてはレ

バースプリング式、ポンプ式、圧縮ガス式、プリチャージ式等の別を

記載すること。

２ 丁数欄には、備付け銃の形式又は公称口（番）径ごとの総数を記載

すること。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別紙２

射 撃 場 の 名 称

射 撃 場 の 種 別 □教習射撃場 □練習射撃場

備え付けた日 年 月 日

備 種 類 銃 番 号

型 式 銃 の 全 長 センチメートル

付
商 品 名 銃 身 長 センチメートル

け 弾 倉 型 式ミリメートル
公称口(番)径 インチ 及 び 充 填

番 可 能 弾 数
銃

特 徴 適合実 (空 )包

備 考

住所
譲渡（貸付）人 氏名

電話番号

備考 １ 備え付けられた銃ごとに記載すること。
２ 型式欄には、猟銃にあつては単身ボルト式、単身元折式、単身自動式
、上下二連元折式、水平二連元折式等の別を、空気銃にあつてはレバー
スプリング式、ポンプ式、圧縮ガス式、プリチャージ式等の別を記載す
ること。

３ 商品名等の欄には、その商品名を記載し、商品名が不明の場合は、年
式等の別を記載すること。

４ 特徴欄には、銃床の折りたたみ式、伸縮式、着脱式の別又はその銃砲
を特定するために必要な彫刻、傷、修理の跡等について記載すること。

５ 銃番号欄には、銃砲の機関部に打刻されている番号を記載すること。
ただし、機関部に打刻番号がない銃砲については、銃身部（機関部と分
離できない構造のものに限る ）に打刻されている番号を記載すること。。

６ 銃の全長欄には、銃口先端から銃口中心線の延長と銃の最後部に接す
る線が直角に交わる点までの長さを記載すること。

７ 銃身長欄には、銃口の先端面から包底面までの長さを記載すること。
８ 弾倉型式及び充填可能弾数欄には、箱型（着脱式又は固定式 、チュー）
ブ型、回転式等の別及び弾倉に込められる実包等の数を記載すること。

９ 適合実（空）包欄には、その銃砲に通常使用される実包の名称を記載
すること。

10 空気銃射撃競技のための射撃練習の用途に供する空気銃である場合に
は、その旨を備考欄に記載すること。ただし、空気拳銃については記載
することを要しない。

11 譲渡（貸付）人欄には、当該銃砲の譲渡（貸付）人の住所、氏名その
他必要な事項を記載すること。

12 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



第53号（第58条関係）
教習用備付け銃等変更届出書
□第９条の６第２項の規定により、教習用備付け銃

銃砲刀剣類所持等取締法
□第９条の11第２項の規定により、練習用備付け銃

の変更について次のとおり届け出ます。
年 月 日

公安委員会殿
印届出人氏名 ○

指 定 番 号

射 指 定 年 月 日

撃 名 称

場 電 話 番 号

指定に係る銃種

変 ラ イ フ ル 銃 丁
更 （内訳）
後 公称口径22のへり打ちのライフル銃 丁
の その他のライフル銃 丁
備
付 ライフル銃以外の猟銃 丁
け
状 空気拳銃以外の空気銃 丁
況

空 気 拳 銃 丁

※備付け状況について、別紙１、２及び３を作成すること。

変
更
理
由
等

備考 １ 届け出る備付け銃の□内にレ印を記入すること。
２ 届出人は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名すること
ができる。

３ 変更後の備付け状況欄には、備え付けられている銃の種類ごとにそ
の丁数を記載すること。また、ライフル銃の丁数にあつては口径の別
ごとに内訳数を記載すること。

４ 変更理由等欄には、備付け状況を変更することとなつた理由その他
必要な事項を記載すること。

５ 譲渡又は廃棄等により備え付けないこととなつた銃については、銃
種、型式、公称口（番）径及び銃番号を別紙３に記載することとし、
別紙２の記載を要しない。

６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別紙１
変更後の備付け銃一覧

射 撃 場 の 名 称

射 撃 場 の 種 別 □教習射撃場 □練習射撃場

番号 銃 種 型 式 公称口（番）径 丁 数

備考 １ 変更後の備付け銃全てについて記載すること。
２ 型式欄には、猟銃にあつては単身ボルト式、単身元折式、単身自動

式、上下二連元折式、水平二連元折式等の別を、空気銃にあつてはレ

バースプリング式、ポンプ式、圧縮ガス式、プリチャージ式等の別を

記載すること。

３ 丁数欄には、備え付けられている銃の形式又は公称口（番）径ごと
の総数を記載すること。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別紙２
新たに備え付けられた銃

射 撃 場 の 名 称

射 撃 場 の 種 別 □教習射撃場 □練習射撃場

備え付けた日 年 月 日

種 類 銃 番 号
備

型 式 銃 の 全 長 センチメートル

商 品 名 等 銃 身 長 センチメートル付

弾 倉 型 式ミリメートル
け 公称口(番)径 インチ 及 び 充 填

番 可 能 弾 数

銃
特 徴 適合実 (空 )包

備 考

住所
譲渡（貸付）人 氏名

電話番号

備考 １ 新たに備え付けられた銃ごとに作成すること。
２ 型式欄には、猟銃にあつては単身ボルト式、単身元折式、単身自動式
、上下二連元折式、水平二連元折式等の別を、空気銃にあつてはレバー
スプリング式、ポンプ式、圧縮ガス式、プリチャージ式等の別を記載す
ること。

３ 商品名等の欄には、その商品名を記載し、商品名が不明の場合は、年
式等の別を記載すること。

４ 特徴欄には、銃床の折りたたみ式、伸縮式、着脱式の別又はその銃砲
。を特定するために必要な彫刻、傷、修理の跡等について記載すること
。５ 銃番号欄には、銃砲の機関部に打刻されている番号を記載すること

ただし、機関部に打刻番号がない銃砲については、銃身部（機関部と分
離できない構造のものに限る ）に打刻されている番号を記載すること。。

６ 銃の全長欄には、銃口先端から銃口中心線の延長と銃の最後部に接す
る線が直角に交わる点までの長さを記載すること。

。７ 銃身長欄には、銃口の先端面から包底面までの長さを記載すること
８ 弾倉型式及び充填可能弾数欄には、箱型（着脱式又は固定式 、チュ）
ーブ型、回転式等の別及び弾倉に込められる実包等の数を記載すること。

９ 適合実（空）包欄には、その銃砲に通常使用される実包の名称を記載
すること。

10 空気銃射撃競技のための射撃練習の用途に供する空気銃である場合に
は、その旨を備考欄に記載すること。ただし、空気拳銃については記載
することを要しない。

11 譲渡（貸付）人欄には、当該銃砲の譲渡（貸付）人の住所、氏名その
他必要な事項を記載すること。

12 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別紙３
備え付けないこととなつた銃一覧

射 撃 場 の 名 称

射 撃 場 の 種 別 □教習射撃場 □練習射撃場

番号 銃 種 型 式 公称口（番）径 銃番号

備考 １ 今回備え付けないこととなつた銃全てについて記載すること。
２ 型式欄には、猟銃にあつては単身ボルト式、単身元折式、単身自動
式、上下二連元折式、水平二連元折式等の別を、空気銃にあつてはレ
バースプリング式、ポンプ式、圧縮ガス式、プリチャージ式等の別を
記載すること。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



第57号（第64条関係）

練 習 射 撃 場 指 定 申 請 書
銃砲刀剣類所持等取締法第９条の９第１項の規定により、練習射撃場の指定を

次のとおり申請します。
年 月 日

公安委員会殿
印申請人氏名 ○

指 定 番 号

指 指 定 年 月 日 年 月 日

定 名 称

射 所 在 地

撃 射撃 場の区分

場 使用 する銃砲

使用 する実包

本 籍
設 住 所
置 電 話 番 号
者 氏 名

生 年 月 日 年 月 日（ 歳）

本 籍
管 住 所
理 電 話 番 号
者 氏 名

生 年 月 日 年 月 日（ 歳）

備 考

備考 １ 申請人は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名すること
ができる。

２ 設置者が法人であるときは、設置者欄には、その名称及び主たる事
、 、 、業場の所在地及び電話番号並びにその代表者の本籍 住所 電話番号

氏名及び生年月日を記載すること。
空気銃３ 備考欄には、添付書類名その他必要な事項を記載すること。

に係る練習射撃場の指定を申請するときは、第 条第２号に掲げる練71
習射撃場に係る申請にあつては、使用する銃砲について空気拳銃を除
く旨を、同条第３号に掲げる練習射撃場に係る申請にあつては、使用
する銃砲について空気銃射撃競技のための射撃練習の用途に供する空
気銃に限る旨を記載すること。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



第 61号（第 69条関係）

第 号

練 習 資 格 認 定 証

写 真 本籍

住所押 し 出 し

氏名 性別ス タ ン プ

年 月 日生

上記の者は、銃砲刀剣類所持等取締法第９条の 第１項に定める射撃練習10

を行う資格があることを認定する。

射 撃 練 習 に 係 る 銃 種

関 係 証 明 書 交 付 年 月 日 番 号 交 付 者

講 習 修 了 証 明 書
又 は 推 薦 書

技能検定合格証明書
又は教習修了証明書

年 月 日

印公安委員会 □

備考 １ 用紙は、洋紙とすること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。


